
 
 

 

 
第７６号議案 令和５年度品川区一般会計 

補正予算(歳出 建設委員会所管分) 

住宅確保要配慮者入居促進事業の協力金について 

 
住宅の確保に配慮が必要な者を支援する入居促進事業協力金が、実績増により当初予算を

上回ることが想定されるため補正予算を計上して、当該事業の安定運営を図る。 
 
                記 

 

１.事業概要 

   高齢者、障害者、ひとり親世帯、低所得者が自分で住まいを探すことが困難で、住居

の確保に配慮が必要な者に対して、区と登録不動産事業者が連携して民間賃貸住宅の情

報を提供する。その情報提供により入居した場合は、住宅確保要配慮者と賃貸借契約を

締結した賃貸人およびあっ旋を行った不動産事業者双方に対して協力金を支払うこと

で、入居の促進を図る。 

 

２.協力金の実績推移 

（件数） 

月 R４年度 R５年度 前年比 

４月 ８ １４ 175% 

５月 ６ １９ 317% 

6 月 １４ １５ 107% 

7 月 １４ １２ 86% 

8 月 ９ ２２ 244% 

9 月 １４ ７ 50% 

10 月 １１ １４ 127% 

11 月 １５ --- --- 

12 月 １０ --- --- 

１月 ９ --- --- 

2 月 １１ --- --- 

3 月 １９ --- --- 

合計 １４１ １０３ --- 

 

 ３．予算 

    入居促進事業協力金 23,000 千円(当初予算額 ： 12,000 千円) 
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第 76 号議案 

 令和 5年度品川区一般会計補正予算（歳出 建設委員会所管分） 

第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）について 

 

１．目  的 

  戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、平成 29 年度より事業を進め 

 ている第二戸越幹線整備事業のうち下流部シールド工事において、シールド工の進 

 捗が遅れ実施期間が当初の債務負担期間を超える見込みとなったため、令和 5 年度 

 予算の補正および債務負担行為の追加を行う。 

 

２．工事概要 

 (1) 工事場所  品川区北品川三丁目、西品川一、二丁目、戸越二丁目 

 (2) 工事期間  令和 2 年度～令和 6 年度(予定) 

 (3) 整備内容  下流部シールド工  内径 3.5ｍ、延長約 1.0 ㎞ 

         取 水 工      2 箇所 

         特殊人孔工     1 箇所 

 

３．補正概要 

 ・令和 5 年度補正予算額(歳出)  ：△1,600,000 千円・・・① 

 ・令和 6 年度債務負担行為設定額 ： 2,105,000 千円・・・② 

                                   単位:千円 

事 業 費 ～令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

 Ａ 当初予算額 3,017,190 3,012,500 ― 6,029,690 

 Ｂ 変更予定額 3,017,190 1,412,500 2,105,000 6,534,690 

 補正額(Ｂ-Ａ) ― ① △1,600,000 ② 2,105,000 505,000 

                       ※工事費および施工監理費の合計額 

 （参考） 

 ・令和 5 年度補正予算額(歳入) ：△1,600,000 千円 

 

４．工程表 
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